
参加希望の方は下記QRコードからお申込みください。

コードを読みとれない方はemail（edu@childlife.gr.jp）お電話（042-641-5901）にてご連絡ください。

＜お誘いの言葉＞

新型コロナウィルス感染拡大で中断してい
た海外視察研修を再開します！第一弾は石
川県立看護大学名誉教授の牧野先生ご同行
による東欧２か国の視察研修です。
ポーランドでは1978年にC. ソンダースが
緩和ケアを支援するためにクラクフを訪問
し、スタートした緩和ケア施設訪問、ヨー
ロッパでは人種による迫害という過ちを2
度と繰り返さないために必ず見学すべき場
所とされる、アウシュビッツ収容所を視察
し、チェコではアウシュヴィッツへの中継
地とされたテレジン強制収容所やナチスに
破壊された、リデツェ村を視察予定です。
人との交流や知見を広めながら、各々が＜
生きる意味を呼び覚ますケア＞へのヒント
を見つけていただけたら幸いです。

同行解説：

  牧野智恵 先生

      石川県立看護大学名誉教授・

看護師・A級ロゴセラピスト

▲参加希望はこちら

＜お申し込み・お問い合わせ＞

一般社団法人チャイルドライフ教育研修部（担当：金子/縄手）

Tel: 042-641-5901 fax: 042-641-5902  email: edu@childlife.gr.jp

クラクフ・プラハ視察2024
「～アウシュビッツを巡り苦悩の意味を探す旅～

研修期間：2024年2月28日（水)～３月5日（火）

訪問先  ：  ポーランド/クラクフ、チェコ/プラハ

   募集人員：15名（最少催行14名）

   募集締切：2023年12月21日（木）

旅行代金 ：466,000円（エコノミークラス・2名1室利用）
※旅行代金の他に燃油サーチャージ・現地空港税・国内空港使用料等別途かかります。

ユリウシュ スウォヴァツキ劇場

研修企画：一般社団法人チャイルドライフ 教育研修部

受託販売：一般社団法人チャイルドライフ (東京都知事登録旅行業第2-8428号）・（一社）日本旅行業協会正会員

旅行実施：株式会社Ism（観光庁長官登録旅行業第1749号）・（一社）日本旅行業協会正会員

募集パンフレット



東欧視察日程（予定） 2023年8月現在

詳細についてのお問い合わせは…

一般社団法人 チャイルドライフ
〒192-0916東京都八王子市みなみ野1-7-1第３学生会館2F    

Tel: 042-641-5901 Fax: 042-641-5902Email: edu@childlife.gr.jp

URL: http://childlife.gr.jp/education 教育研修部担当：金子/縄手

日付 都市 時間 交通機関 スケジュール 食事

1
2月28日

（水）

成田

アムステルダム

クラクフ

11 :30

17 :30

21 :00

22 :50

KL862

KL1999

成田空港出発、乗り継ぎ便にてクラクフへ

アムステルダムスキポール空港到着

アムステルダムスキポール空港出発

クラクフ・バリツェ空港到着、ホテルへ移動

ホテルチェックイン

＜クラクフ泊＞

-

機

Ｘ

2
2月29日

（木）

クラクフ 午前

午後

専用車

徒歩

朝食後市内視察

○ 中央市場広場、聖マリア教会、ヴァヴェル城

など

〇ポーランドの緩和ケア施設視察

St.LazarusHospice視察

1978年ポーランドの緩和ケア組織を支援するた

めにワルシャ・ワクラクフなど訪問したC. ソン

ダースに影響を受けたSt.Lazarusのメンバーによ

り1981年に正式に開設されました。

＜クラクフ泊＞

〇

X

X

3
3月1日

（金）

クラクフ

オシフィエンチム

クラクフ

アムステルダム

プラハ

午前

16 :50

18 :50

20 :50

22 :15

専用車

KL1996

KL1359

朝食後チェックアウト、視察先へ移動

〇アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所視察

Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau

Więźniów Oświęcimia 20,32-603Oświęcim

+48 33 844 81 00（open 08-15）

終了後クラクフ・バリツェ空港へ移動

クラクフ・バリツェ空港出発

アムステルダムスキポール空港到着

アムステルダムスキポール空港出発

プラハ国際空港到着、ホテルへ移動

ホテルチェックイン

＜プラハ泊＞

〇

X

X

4
3月2日

（土）

プラハ 午前

午後

専用車 朝食後視察

〇チェコの緩和ケア関連施設視察

※土曜日のため受け入れ不可の場合あり

Ex) The General Teaching Hospital in Prague

1760年創設、チェコで最も長い伝統を持つ学術

医療機関

〇市内視察

＜プラハ泊＞

〇

X

X

5
３月3日

(日)

プラハ

テレージンシュタット

リデツェ

プラハ

午前 専用車 朝食後視察

〇テレジン強制収容所視察

〇リデツェ村（ナチスに破壊された村）

終了後自由視察

＜プラハ泊＞

〇

X

X

6
3月4日

（月）

プラハ

アムステルダム

06：15

08：50  

10：30

12：30

KL1352

KL861

ホテルチェックアウト、空港へ移動

プラハ国際空港出発

アムステルダムスキポール国際空港到着

アムステルダムスキポール国際空港出発

＜機中泊＞

〇

X

X

7
3月5日

（火）

成田 09：45 成田空港到着 入国審査後解散 -

＜備考＞
＊利用予定航空会社：オランダ航空（KL)、ルフトハンザ航空(LH)、他
＊利用予定ホテル：Novotel Centrum(クラクフ）、 Novotel Praga（プラハ）他
＊食事：宿泊ホテル提供の朝食のみです。（機内食は含まれません。また早朝出発の場合はボックス朝食になります）
＊交通機関のスケジュール等は、交通機関の都合により予告なしに変更する可能性があります。
＊緩和ケア視察受け入れ可能な場合の日程表になります。
※視察先・訪問都市等のスケジュールは諸事情により変更となる場合があります。予めお含みおきください。



この旅行は株式会社Ism（観光庁長官登録旅行業第1749号）（以下、「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に

参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。

この書面は、旅行契約が成立した場合には旅行業法第12条の5により公布する契約書面の一部になります。また、旅行条件は下記によるほか、

別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部に

よります。

*旅行期間* 2024年2月28日（水）　～　3月5日(火）　5泊7日　　

*旅行代金* 1名様 466,000 円 （エコノミークラス、2名1室利用）

*追加費用* 1人部屋追加費用 49,000 円

*申込金* 1名様 105,000 円

(旅行代金ご請求の際に、お支払い済みの申込金は差し引かれます)

*申込締切* 2023年12月21日(木）　

*募集人員* 15名　(最少催行人員14名）

※参加人数が上記人員未達のため旅行が実施されない場合は、ご出発日から起算して

　23日前までにご連絡します。

*申込方法* 当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)所定のウェブ申込フォーム・参加申込書に必要事項を

ご記入のうえパスポートコピーと一緒に送付してください(ファックス可)。当社らにて確認後、承諾かどうかを連絡

いたします。その後、申込金のお支払いをお願い致します。

*旅行契約の成立* 参加申込書の確認後、当社らからの承諾が必要になります。承諾通知をした翌日から起算して3日以内に、

参加申込金のお支払いをお願いいたします。当社らの承諾通知と参加申込書及び参加申込金の受理をもって

契約の成立となります。

*入金先*

振込先銀行:  多摩信用金庫 片倉支店 

口座番号:     普通 0237031

口座名：　一般社団法人チャイルドライフ

※お支払い手続き時に発生する手数料につきましては、お客様負担にてお願いいたします。

*旅行代金に含まれる費用*

1 利用運送機関の運賃および料金(国際線エコノミークラス団体割引航空運賃)

2 移動に関わる費用：日程表記載の空港～ホテル間(専用車、ドライバー・アシスタント)、

ホテル～視察先間送迎

3 日程表記載の宿泊料金 （2名1室利用）、税金およびサービス料

4 食事料金(税、サービス料込)朝食5回、昼食0回、夕食0回（機内食は回数に含まれません）

5 手荷物運搬料金(原則として航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)

6 サポートスタッフ同行費用

7 団体行動にかかわるサービス料、チップ等

8 研修に係る費用（研修費、謝礼、通訳費用など）　

9 視察研修アレンジメント費用（交渉および手配依頼など）

*旅行代金に含まれない費用*

1 旅行日程に明示されていない飲食代および税、チップ、クリーニング、通信費、その他個人的性質の諸費用

2 旅行日程に明示した都市の空港税、日本国内の空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージ

日本出国税：4,010円　航空保険料￥5,460　現地空港税￥14,540　　燃油サーチャージ￥69,710

※上記は2023年10月1日現在の金額です。航空会社の都合や為替などの事情で変動する可能性があります。

3 運送機関の課す付加運賃・料金・超過手荷物料金

4 1人部屋追加代金：49,000円

5 空港ポーター料

6 日程に含まれない費用（自宅～空港間の交通費、宿泊費、荷物運搬料等）

7 疾病等に伴う医療費および治療費（「海外旅行傷害保険」のご加入をお勧めします。）

8 追加手配：国内線料金(路線により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。)

9 追加手配：ビジネスクラス利用追加代金（空席状況によって料金が異なりますので、お問合せください。）

10 追加手配：前泊・後泊ホテル代金12,000円～(成田空港周辺ホテル・シングルルーム利用)

※追加手配手数料（前泊/後泊１手配につき1,100円、運送機関１手配につき1,100円、国内線航空券予約発券１区間1,100円）

※弊所取消変更手数料：1手配1,100円＋航空会社・運輸・旅行ｻｰﾋﾞｽ提供機関が定める取消変更料がかかります。

11 追加手配：渡航手続き代行料金（ETIASエティアス代行申請料：4,400円+実費を申し受けます）

※導入時期は未定のため、不要になる可能性もございます。

募集要項/旅行条件

（要約）

募集型企画旅行契約



請求書 ： 旅行代金やその他別途追加費用を含む請求書は旅行開始日の約4週間前

最終旅行日程表 ： 利用便名、利用ホテル詳細を記載した最終旅行日程表は旅行開始日の約10日～7日前

ただし開始日7日前以降にお申込みされた方は、当日のお渡しとなる場合があります。

取消のご連絡はチャイルドライフの営業時間内に承ります。

※各国出入国情報は予告なく変更する場合があります。最新情報については大使館・領事館へお問い合わせください。

※各国出入国情報は予告なく変更する場合があります。最新情報については大使館・領事館へお問い合わせください。

＜備考＞通常、シェンゲン領域外から同領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で入国印が旅券（パスポート）に押されます。
一旦シェンゲン領域内に入れば、その後、同領域内の移動において国境を越える場合でも、出入国印は旅券に押されません。
なお、2024年よりETIAS（エティアス）電子渡航認証導入予定です。その場合申請が必要になりますので、ご注意ください。
※導入時期は未定のため、不要になる可能性もございます。

～国内線航空券につきまして～

国内線航空券は国際線切り込みによる特別料金で提供させていただいていますが、発券完了後は航空会社の規定により

いかなる理由がございましても返金いたしかねる場合がございます。また当日悪天候や交通状況などの理由から

国内線の搭乗をご自身の判断で取りやめる場合は、国際線の予約記録も取り消されてしまう可能性がございますので、

くれぐれもご注意ください。以上の厳しい適用条件を十分ご確認・ご理解の上、国内線の手配をご検討いただけますよう、

お願い申し上げます。

◆受託販売◆ 一般社団法人チャイルドライフ

東京都知事登録旅行業第2-8428号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒192-0916東京都八王子市みなみ野1-7-1第3学生会館2階

TEL：（042）641-5901FAX：（042）641-5902 ▲お申込みフォームはこちらから。

担当：金子・縄手（ツアーコード＃2301) ※gmailをお持ちでない方は申込書に

【営業時間】平日10:00～18:00（土・日・祝日休業)
ご記入、送信ください。

◆旅行実施◆　 株式会社Ism

観光庁長官登録旅行業第1749号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-2-17 LC Iwamotochoビル7階B

＊個人情報の取扱について＊

お申込み書にご記入いただいた個人情報（氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスなど）につきまして、お客様との連絡、お申し込みされた旅行における
交通、 運送および宿泊機関等の提供するサービスを手配するため、必要な範囲で利用させていただきます。

お申し込み・お問い合わせ

査証(ビザ)

観光・商用等で90日以内の滞在であれば査証(ビザ)は不要。ポーランド出国予定日＋3ヵ月以上、
旅券の未使用査証欄：　1ページ以上、入国時に以下を所有していることが義務付けられています。
＜1＞　十分な滞在費（以下の金額を満たすこと。）PLN/ポーランドズロチ
3日以内：ZL300以上　／　4日以上：ZL300＋1日につきZL100以上
<２>　事故・急病の際の治療費（滞在1日につきZL300以上）　※海外旅行傷害保険 または同等額の
外貨を持っていること

チェコ

旅券(パスポート)
シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日
から3か月以上残っており，10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります

査証(ビザ)
観光・商用等で90日以内の滞在であれば査証(ビザ)は不要。旅券の未使用査証欄2ページ以上。
出国用航空券、海外旅行傷害保険の加入が必要です。

※ピーク時： 旅行開始日が下記の日程に該当する場合 :  4月29日～5月10日/7月18日～8月31日/12月19日～１月11日

*入国情報*

一般旅券をお持ちの日本国籍対象の情報です。
一般旅券以外で入国の方、日本国籍以外の方は自国領事館または渡航国領事館にお問い合わせください。

ポーランド

旅券(パスポート)
シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日
から3か月以上残っており，10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります

旅行開始日の前々日、前日 　旅行代金の30％(139,800円)

旅行開始日当日に解除する場合 　旅行代金の50％(233,000円)

旅行開始日後の解除または無連絡 　旅行代金の100％

*取消規定*

お客様のご都合で旅行契約を解除する場合は、下記の取消料をお支払いいただきます。

旅行開始日/2024年2月28日（水）

解除時期 金額（1名様）

旅行開始日の前日から
起算して

40日目～31日目(＊ピーク時のみ適用) 　適用期間外

30日目～3日目にあたる日まで 　旅行代金の20％(93,200円)

*書類送付時期*

（受託販売）
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